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建築訴訟における

補修費用審理の課題と
解決の糸口について考えたい

弁護士 越川佳代子＠福岡

2023.12.9 欠陥住宅全国ネット岡山大会

◆問題の所在：建築紛争は損害論が難しい事件類型

＊交渉をまとまりにくくする最大要因

＊訴訟等では主張立証・認定が困難な問題

それこそが

THE・相当補修費用
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◆基礎知識：工事費の構成

①直接工事費：建築工事に直接かかる費用

（直接仮設、土工事、基礎工事、木工事、建具工事、内外装工事、設備工事・・）

→各々の種目・科目・細目

②共通仮設費：複数の工事種目に共通の仮設費（仮囲い、足場、シート・・）

③現場管理費：現場経費（現場の人件費など）

④一般管理費：本社経費

①+②：純工事費 ③+④：諸経費

◆基礎知識：工事費の構成（工事単価）

（公社）日本建築積算協会「建築積算」第11版 36p

＊単価：建築コストを構成する最小の細目

労務費（土工、大工、鳶、左官・・）や材料費（砂、セメン

ト、木材・・）の基本となる価格

＊複合単価：「材工」共単価

材料、副資材、労務、機械、経費などの費用をまとめた

もの

＊合成単価

いくつかの複合単価をまとめた単価
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◆基礎知識：一般的な工事見積書の形式・・・ 表紙＋内訳書＋内訳明細書（別添１・見積書）

××邸新築工事

◆基礎知識：一般的な工事見積書の形式・・・ 表紙＋内訳書＋内訳明細書
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◆基礎知識：一般的な工事見積書の形式・・・ 表紙＋内訳書＋内訳明細書

◆基礎知識：改修（補修）工事見積書例・・・ 内訳書

【改修（補修）工事費の傾向】

＊解体工事、産廃処分費が大きくなる

＊設備・作り付け家具等の仮撤去・復旧費が生じる

→非典型工事・公刊物に単価掲載のない（内訳明細書でも、「人工・

組・式」単位しか設定できない）工事がどうしても増える
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◆基礎知識：改修（補修）工事見積書例・・・ 内訳明細書

◆基礎知識：改修（補修）工事見積書例・・・ 内訳明細書
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◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか １．相当補修「費用」の認定は重層的争点の末端にある

①瑕疵性→②補修の要否→③相当補修方法（不具合箇所の直接補修）→④直接補修（③）に付随する工事

→⑤：③④各々の数量・単価

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか ２．各層の攻撃防御・認定の困難

（１）個別瑕疵項目（A）の補修費用

ア．①の認定

＊契約内容や安全性瑕疵該当性の評価、期間制限等

＊相当補修方法・費用との絡みでは、直接立証範囲が一部のみの場合の範囲認定等

イ．③④の方法認定

＊新築と違う非典型工事ゆえの難しさ→「やってやれないことはないかもしれないが」問題（⑤の数量・単価等と連動）

＊新築性回復の問題→②との絡みもあり、補修や方法を妥協する場合、評価損的な損害概念を導入してほしい

（補修方法がない場合もある）

＊仕上材廃番の問題（④の範囲）

ウ．⑤の数量認定（特に④）

＊「人工」単位：根拠不明確

＊「材」「材工」ベース単位（個・梱・m・m2・m3・・）：間違いが生じやすい・チェックが大変

①瑕疵性→②補修の要否→③相当補修方法（不具合箇所の直接補修）→④直接補修（③）に付随する工事

→⑤：③④各々の数量・単価
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◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか ２．各層の攻撃防御・認定の困難

（１）個別瑕疵項目（A）の補修費用

エ．⑤の単価認定

＊そもそも一物一価ではない

＊純工事費・諸経費は新築工事と同じではないはず（が、裁判所にも理解されにくい）

＊近年の建設費高騰問題（別添２・準備書面7～8頁）

オ．双方見積形式の違い

＊当事者双方の見積方法（工事科目の分類・細目設定・単位）が違う

＊見積落ちか否か問題→こちらの見積が重複計上だと指摘されることも

カ．小括

＊個別争点としては、とかく水掛け論、重箱の隅つつきな話になりがち（別添２（2～4頁）、別添３・準備書面）

→厳密性に過度にこだわっても仕方がない

＊しかし、「チリツモ」で総額の差異がバカにならない

①瑕疵性→②補修の要否→③相当補修方法（不具合箇所の直接補修）→④直接補修（③）に付随する工事

→⑤：③④各々の数量・単価

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか ２．各層の攻撃防御・認定の困難

（１）オ．双方見積形式の違い（別添４、５比較表）
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◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか ２．各層の攻撃防御・認定の困難

（１）オ．双方見積形式の違い

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか ２．各層の攻撃防御・認定の困難

（１）オ．双方見積形式の違い
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◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか ２．各層の攻撃防御・認定の困難

（２）複数瑕疵項目（A、B、C・・・）の補修費用

各瑕疵補修について③④の全部または部分的な重なり合いが生じる

【瑕疵A】

＊他の瑕疵（B、C・・）との

重複処理

・直接補修（ex．ビスピッチ）

・必要付随工事

⇩
補修費用（全体）

①瑕疵性→②補修の要否→③相当補修方法（不具合箇所の直接補修）→④直接補修（③）に付随する工事

→⑤：③④各々の数量・単価

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか

（１）見積取得

きちんとした見積取得は簡単ではない。タダでもない。

（２）立証の困難性

施工性や数量・単価の問題は極めて実務的・感覚的な面があり、裁判官にも調停委員にも理解されにくい。

３．相当補修方法・費用（③～⑤）の立証固有の難しさ

４．どこで妥協すべきか問題

（１）クロージング希望時期（裁判体変動）の関係

（２）現実の補修の必要性が高いor依頼者に補修希望がある瑕疵と、それ以外の瑕疵の補修費用に占める割合

①瑕疵性→②補修の要否→③相当補修方法（不具合箇所の直接補修）→④直接補修（③）に付随する工事

→⑤：③④各々の数量・単価
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◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか ５．裁判所・審理運営の問題

（１）ノウハウが全然蓄積されていない

＊補修方法・費用の審理運営や認定は、事案による個別性が強く、存在する資料・相手方の争い方等に

左右される面も大きいことはやむを得ない

→とはいえ、ある程度通底するノウハウがそろそろ確立されても良いのではないか

＊建築集中部ですら、裁判体（調停委員会）によってやり方が見事にバラバラ

→裁判官・調停委員によって、進行や調停意見の体裁が全然違う

①瑕疵性→②補修の要否→③相当補修方法（不具合箇所の直接補修）→④直接補修（③）に付随する工事

→⑤：③④各々の数量・単価

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか ５．裁判所・審理運営の問題

（２）瑕疵一覧表問題 －補修費用欄が使い物にならない- https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/l3/Vcms3_00000560.html

この欄は何の説明もなし
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（２）複数瑕疵項目（A、B、C・・・）の補修費用

各瑕疵補修について、直接補修工事（③）、必要付随工事（④）の全部または部分的な重なり合いが生じる

‐ モデル事例による検討 ‐

設計事務所併用住宅（木造在来軸組工法・２階建）

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因１】

２．各層の攻撃防御・認定の困難

検討する瑕疵

スラブ配筋の下側被り厚不足Ⅰ 基礎

剛床仕様違反Ⅱ 床

省令準耐火構造違反Ⅲ 壁・天井

断熱材施工不良Ⅳ 断熱層・防湿層

小屋束緊結不良Ⅴ 小屋組
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不具合：スラブ配筋の下側被り厚不足

基礎スラブ4箇所のコア抜きをしたところ、いずれも下端筋の被り厚60㎜未満（55㎜前後）であった。

Ⅰ 基礎

㈱エクスナレッジ
「世界で一番楽しい建物できるまで図鑑

木造住宅」（以下、「図鑑」）27ｐ

参考矩計図
※モデル事例の物件とは異なる

→外張断熱 ・省令準耐火構造の明記

Ⅰ 基礎

被告原告双方主張

コア抜き箇所のみ認める
スラブ全般に所要厚不足の箇所が相当ある
（施工写真のスペーサー設置状況による）

瑕疵性
（範囲）

無：耐久性は中性化速度からして余力がある。構造耐力上も問題ない。有：契約違反＝補修すべき
補修の
必要性

スラブ増設

→スラブ上に配筋（基礎立ち上がりを開孔し、エポキシ樹脂で鉄筋端部固

定）＆コンクリート増し打ち

基礎解体新設
相当補修

方法

【内部／1階】

床下配管撤去復旧（ジャッキアップ不要）
建物上部ジャッキアップ

必要付随
工事

NG例 （間隔過大・接地面転圧不足＋捨てコンなし）スペーサー設置OK例 （個/3㎡以内）
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Ⅰ 基礎（原告主張補修） 【建物ジャッキアップ工法】

協栄工業㈱HP
https://kyoeikk.net/index.php?%E6%97%A2%E5%AD%98%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%82%92%E6%B4%BB%E3%81%8B%E3%81%99%E5%B7%A5%E6%B3%95

Ⅰ 基礎（原告主張補修） 【アンカーボルトによる基礎・土台緊結の解除復旧】

図鑑29ｐ
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Ⅰ 基礎（原告主張補修） 【天井・壁の構造】（争いなし）

図鑑51ｐ

間仕切壁構造

図鑑70ｐ

外壁構造

図鑑64ｐ

Ⅰ 基礎（原告主張補修） 【天井・壁の構造】（争いなし）

図鑑78～79ｐ
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Ⅰ 基礎（原告主張補修） 【天井・壁の構造】（争いなし）

壁勝ち

1枚ものの壁PBを外すには

壁際の天井を外す必要がある

天井勝ち

建物上部ジャッキアップ

原告主張

必要付随

工事詳細

【外部】建物周り全設備仮撤去復旧、建物周り配管全やり替え・建物内外配管切り離し復旧、外装の歪み復旧（要足

場）

【内部／1階】アンカーボルト（ナット）外し・再設置

下地材撤去復旧範囲

＊床：土台留め付けの床下地（合板） ＊壁：外周壁・間仕切壁のPB（石膏ボード）

＊天井：上記壁際の天井（PB＋下地）

（原告の前提条件）Ⅱ～Ⅳも同じ

・5畳以下の区画は天井全撤去

・その他区画は壁勝ち部分を半数と仮定し、その壁際90㎝の天井撤去

＊壁・天井各下地（PB）取り合いは壁勝ち・天井勝ち混在（調査による部分的確認）

＊床撤去を要する場合、当該床上の設備（※）仮撤去復旧、同区画内の床仕上材、巾木の撤去復旧を要する

＊壁ないし天井撤去を要する場合、当該壁ないし天井付の設備（※）仮撤去復旧、同一面の仕上材（クロス）の復旧を

要する。

（※）床上：システムキッチン、トイレ、洗面台、UB、洗濯機パン、ドア枠・扉、作り付け家具等

壁付：床上設備＋トイレ紙巻き器、タオル掛け、設備リモコン、ドアホンモニター、24時間換気給気口、エアコン等

天井付：シーリングライト、24時間換気排気口、火災探知機、エアコン等

前提条件

（争いなし）

→Ⅱ以下につ

いても同じ

Ⅰ 基礎（原告主張補修）



2023/12/9

18

Ⅰ 基礎（原告主張補修）

Ⅰ 基礎（原告主張補修）
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不具合：剛床仕様（床倍率3：構造用合板24㎜厚・N75釘＠150㎜）違反

・1階畳コーナー、2階トイレの床下地を確認したところ（畳上げ、CFシート撤去）、下地はいずれも構造用合板21㎜厚（N50釘＠200㎜前後）

であった。

・2階廊下部分の施工写真から、同所の釘種・ピッチが上記調査箇所と同じであることが確認できる。

Ⅱ 床

㈱ハウスジーメン おまとめ施工 虎の巻！木造工事編 後編耐力壁・床組・小屋組
https://www.hgm-press.com/wp-content/uploads/2021/06/20210121_HGM.pdf

【剛床仕様（床倍率3）】

※品確法（H13国交告1347：評価方法基準「第5.1.1-1(3)ホ③」）

存在床倍率3

「厚さ24mm以上の構造用合板を用い、その四周をはり等の横架材

又は構造用合板の継手部分に補強のために設けられた受け材に対

し、鉄丸釘Ｎ75を用いて150mm以下の間隔で打ち付けた床組等」

Ⅱ 床

被告原告双方主張

・調査箇所の合板種類、釘種・ピッチ違反は認める。

・2階廊下部の釘種・ピッチ違反は認める。
各階全箇所が調査箇所と同様の施工のはずである

瑕疵性
（範囲）

無：施工不良箇所の条件（21㎜厚合板・N50釘@200）を前提としても、たわみ

計算NGにならない（一応の計算書を提出）

水平剛性との関係では、原告の立証不十分（２階外周部の施工不良証明

なし）

有：契約違反＝補修すべき
補修の
必要性

・調査箇所の合板張り替え、2階廊下部の釘増し打ち

・仮に調査箇所以外の範囲を張り替えるとしても、2階に限定すべき（1階床

に剛性不要）

各階床合板張り替え
相当補修

方法

【各階やりかえ範囲】

・床合板、壁PB一部撤去復旧

・天井撤去復旧は不要

→天井に対する壁勝ち部分は、床上50㎝程度の高さで壁PBを切る。復旧時

の上部残存PBと下部新設PBの取り合い部には、両者端部を覆う胴縁的な

材（省令準耐火構造・PB留め付け先）を柱間にビス斜め打ちで固定する。

⇒原告反論：低い位置、かつ上部PB残存状態で胴縁を下から固定する精

度が不明である。PB継ぎ目の不陸やPB裏面と胴縁見付面の隙間発生、軽

微な振動等でPBが損傷するリスク等がある。

【各階】下地材撤去復旧範囲

＊床：全ての合板

＊壁：外周壁・間仕切壁PB 

＊天井：上記壁際

必要付随
工事
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Ⅱ 床（原告主張補修）

Ⅱ 床（原告主張補修）



2023/12/9

21

不具合：省令準耐火構造違反

・外周壁の一部（1階東南・南西、2階東南）及び各階間仕切壁のPBが上部横架材（胴差・桁・梁）まで張り上がっていない。

・上記箇所は壁上端のファイヤーストップ（木材）も未施工（∴PB上端の留め付けもない）。

Ⅲ 壁・天井

Ⅲ 壁・天井 ＊外壁・軒裏は防火構造とする（2023.4.「木造軸組工法を用いた住宅の省令準耐火構造の仕様」第2.2 (1) (2)）
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Ⅲ 壁・天井

Ⅲ 壁・天井

被告原告双方主張

契約仕様（省令準耐火合意の有無）について激しく争いがある。
・契約図書には省令準耐火仕様であることを示す直接の記載はない

→矩計図：各階外周壁は横架材までのPB張り上げ図示（被告は防火上の意味はないと主張）、間仕切壁不明

・保険会社に提出した耐火性能証明書（被告が原告に紹介した保険代理店が、証明欄の被告の記名捺印を取り付けたもの）には省令準耐火欄にチェックあり→

被告は原告の指示で記載したと主張

・原告は被告担当者（すでに退職）から、「（省令準耐火というワードは記憶にないが）屋内で延焼しない構造なので安心」と言われた

→被告は否認

・現在の被告自社サイトには「省令準耐火が全件標準仕様」との謳い文句あり

→被告は、本件契約後の自社方針であると主張（ウェブ魚拓によると契約当時頃のサイトには記載なし）

瑕疵性
（範囲）

補修の
必要性

対象箇所壁上端にグラスウール充填

＊各階外周壁（PB既施工の延焼ライン内は除く）・1階間仕切壁

壁PBを横架材まで張り上げる：(A)仕様

＊2階間仕切壁

壁上端にファイヤーストップ（木材）+断熱材設置：(C)or(D)仕様

相当補修
方法

【各階やりかえ範囲】

床合板、壁PB一部撤去復旧、天井撤去復旧は不要

→天井に対する壁勝ち部分は、床上50㎝程度の高さで

壁PBを切る。復旧時の上部残存PBと下部新設PBの取り

合い部には、両者端部を覆う胴縁的な材（省令準耐火構

造・PB留め付け先）を柱間にビス斜め打ちで固定する。

⇒原告反論：低い位置、かつ上部PB残存状態で胴縁を

下から固定する精度が不明である。PB継ぎ目の不陸や

PB裏面と胴縁見付面の隙間発生、軽微な振動等でPB

が損傷するリスク等がある。

【各階】下地材撤去復旧範囲

＊壁 ・1階：東南・南西外周壁PB（延焼ライン外）、間仕切壁PB

・2階：東南外周壁PB（延焼ライン外）

→各階外周壁、1階間仕切壁両側のPBをいったん撤去し、壁内目地部に

新たにファイヤーストップ（木材）を設置して横架材までPBを張り上げる

＊天井 ・1階：東南・南西外外周壁際、間仕切壁際（両側）

・2階：東南外周壁際、間仕切壁際（片側）

必要付随
工事
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Ⅲ 壁・天井（原告主張補修）

不具合：断熱材施工不良

・１階天井裏・2階小屋裏の壁PB未施工箇所は、袋状グラスウール断熱材の耳部分（防湿シート端部）が、柱見付面でなく見込面に留めら

れている。

・各階数ヶ所の外周壁施工写真から、居室部分（天井下）も同様の施工であることが確認できる。

Ⅳ 断熱層・防湿層

旭ファイバーグラス㈱ https://www.afgc.co.jp/product/catalog.html

・グラスウールの断熱施工推奨マニュアル
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Ⅳ 断熱層・防湿層

旭ファイバーグラス㈱ https://www.afgc.co.jp/product/catalog.html

・グラスウールの断熱施工推奨マニュアル ↑

・住宅用アクリア（断熱材）製品カタログ（2023年4月版） →

Ⅳ 断熱層・防湿層
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Ⅳ 断熱層・防湿層

被告原告双方主張

天井裏・小屋裏PB未施工箇所、施工写真撮影箇所については認める各階全箇所が調査箇所と同様の施工のはずである
瑕疵性
（範囲）

無：柱間に断熱材がないわけではない（断熱層としての性能低下は大した

ことない）。

実際、竣工後数年経つが結露やカビは発生していない。

有： ・契約違反＝補修すべき

・安全性瑕疵にあたる

（断熱層・防湿層施工不良→結露・カビ発生→躯体腐朽・

健康被害）

補修の
必要性

壁上端から壁内に現場発泡ウレタン充填

既設断熱材撤去・新設

→撤去時に防湿シートが破れるため、断熱材再利用不可
⇒被告反論：破れないように注意して撤去し、部分的に破れた場合は気密

テープで補修すればよい。

相当補修
方法

【各階やりかえ範囲】

外周部の天井撤去復旧（壁際60㎝）

【各階】下地材撤去復旧範囲

＊壁：外周壁PB 

＊天井：上記壁際

必要付随
工事

Ⅳ 断熱層・防湿層（原告主張補修）
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不具合：小屋束緊結不良（柱頭柱脚両面かすがい打ち未施工）

小屋束の柱頭柱脚とも、かすがい片面打ちである。

Ⅴ 小屋組

建基法施行令47Ⅰ：構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が

定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない（略）

建築工事標準仕様書・同解説JASS11 木工事

Ⅴ 小屋組

参考矩計図
参考構造仕様書
（柱頭柱脚ともかすがい両面打ち指示の例）
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Ⅴ 小屋組（原告主張補修）

3ｍ

1.2ｍ

参考断面詳細図
※モデル事例の物件とは異なる

Ⅴ 小屋組

被告原告双方主張

契約図書に引用がない限り、JASSの遵守は契約上の合意ではない。

・建基法遵守は契約における黙示合意である。

・JASS6は構造耐力上主要な部分の緊結に係る性能規定

（令47Ⅰ）について仕様を具体化したものである。

瑕疵性
（範囲）

無
有： ・契約違反＝補修すべき

・安全性瑕疵と評価すべきである。

補修の
必要性

同左かすがい打ち（未施工面）
相当補修

方法

【2階】

＊天井一部撤去復旧（桁から2ｍの範囲）

【2階】 下地材撤去復旧範囲

＊天井：桁から3ｍ範囲の天井

必要付随
工事
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Ⅴ 小屋組（原告主張補修）

Ⅰ～Ⅳ 原告主張補修・壁PB撤去復旧範囲重複
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Ⅰ～Ⅴ 原告主張補修・天井撤去復旧範囲重複

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因２】

５．裁判所・審理運営の問題

（２）瑕疵一覧表問題 －補修費用欄が使い物にならない-

＊そもそも何の金額を書くのかさえ明示されていない

→直接補修費（③）のみ？付随工事費（④）も込み？仮設や諸経費の割り付けは？

税込税別？

＊複数瑕疵の③④重なり合いをどう処理したら良いのか

→合計金額欄は何を想定しているのか

（見積の純工事費や総額と一致する金額なのかそうでないのか）

・通常は③よりも、④の費用が圧倒的に大きい

・特定（ある行）の瑕疵のみを補修することを前提に、各行ごとに④や仮設・諸経費等も

全て計上すると、それらの合計額が全瑕疵を対象とする補修費用を大幅に上回る

→その方法で良いのか？

・④（＋諸経費・税？）を全て③による按分割付として各行に計上したりしても、工事費

用の実態と合わない

⇒個別の瑕疵について、少なくとも③④のレベルでは重複工事が発生しないケースで

ない限り、瑕疵ごとに補修費用欄を埋める意味などないのでは？
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瑕疵一覧表問題 -当職今昔シリーズ⑴ -◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因２】

見積をバラして、直接補修費（③）＋ある程度の付随工事費（④）を個別に計上していた模様

→各瑕疵（行）で補修費用はダブっている

＊基礎、外壁、小屋組・屋根、床組、省令準耐火、断熱、

外構・・と、瑕疵項目ごとに一覧表を分けていた。

→各表間でも補修費用はダブっていた。

瑕疵一覧表問題 -当職今昔シリーズ⑴ -◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因２】

フォーマットに行を付け加え、当該表の瑕疵

全てに共通する必要付随工事（④）・諸経費

等を書いていた模様
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瑕疵一覧表問題 -当職今昔シリーズ⑵ -◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因２】

金額欄は工事科目レベル（ex．「木工事」）でしか特定しなくなった

→瑕疵毎の補修費用ダブりが生じないようにすると、約40行中、

金額欄を埋めるのは5行程度

瑕疵一覧表問題 -当職今昔シリーズ⑶ -◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因２】

重複工事を概括的に指摘するのみ

に留め、金額欄は埋めなくなった。
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瑕疵一覧表問題 -当職今昔シリーズ⑷ -◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因２】

もう一生、金額欄は埋めないと

決意を固めている

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】

◇審理運営

事例１

５（１）裁判所にノウハウがない（裁判体・構成員による差異が大きい）
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◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】

◇審理運営

事例１

５（１）裁判所にノウハウがない（裁判体・構成員による差異が大きい）

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】

◇審理運営

事例１

５（１）裁判所にノウハウがない（裁判体・構成員による差異が大きい）



2023/12/9

34

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】

◇審理運営

事例１

５（１）裁判所にノウハウがない（裁判体・構成員による差異が大きい）

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】 ◇審理運営 事例１ （別添６・求釈明対応表）
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◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】

◇審理運営

事例２

５（１）裁判所にノウハウがない（裁判体・構成員による差異が大きい）

＊明らかに裁判官の

手が入っていない。

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】

◇審理運営

事例２

５（１）裁判所にノウハウがない（裁判体・構成員による差異が大きい）

＊施工会社に何度も見積を修正させる

意味がわからない。

⇒結局、施工会社は補修見積の出し直し

を6～7回はした
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◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】

◇審理運営

事例２

５（１）裁判所にノウハウがない（裁判体・構成員による差異が大きい）

裁判体が変わり

結局こうなった

「当裁判所は」

ですね

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】

◇審理運営

事例２

５（１）裁判所にノウハウがない（裁判体・構成員による差異が大きい）

裁判体が変わり

結局こうなった
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◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】 ◇審理運営 事例２

結果、またこうなった

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】 ◇審理運営 事例２



2023/12/9

38

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】

ア．原告（施主側）見積の数量・単価書き換えバージョン（最多）：調停意見例

５（１）裁判所にノウハウがない（補修費用に関する調停意見・判決の体裁）

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】 ５（１）裁判所にノウハウがない（補修費用に関する調停意見・判決の体裁）

ア．原告（施主側）見積費目に合わせた数量・単位・単価書き換えバージョン（最多）・・・について物申したところ
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◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】 ５（１）裁判所にノウハウがない（補修費用に関する調停意見・判決の体裁）

ア．原告（施主側）見積費目に合わせた数量・単位・単価書き換えバージョン（最多）・・・について物申したところ

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】

ア．原告（施主側）見積費目に合わせた数量・単位・単価書き換えバージョン（最多）・・・現地調停も経てちょっと上げてくれた（増税も反映）

５（１）裁判所にノウハウがない（補修費用に関する調停意見・判決の体裁）
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◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】 ５（１）裁判所にノウハウがない（補修費用に関する調停意見・判決の体裁）

ア．原告（施主側）見積の数量・単価書き換えバージョン（最多）：判決例

◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】 ５（１）裁判所にノウハウがない（補修費用に関する調停意見・判決の体裁）

ア．原告（施主側）見積の数量・単価書き換えバージョン（最多）：判決例
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◆相当補修費用の審理はなぜ難しいか 【重大要因３】 ５（１）裁判所にノウハウがない（補修費用に関する調停意見・判決の体裁）

イ．訳わからないときもある（審理運営事例２の調停意見）

施工会社に何度も見積を

出し直させ、補修範囲等

も含めて当事者双方に釈

明を繰り返してきたのは

いったい何だったのか・・

◆相当補修費用の審理はどうすれば効率化できるのか

＊提訴段階から直接補修工事・付随工事の内容、瑕疵毎の重なり合いをできるだけ具体的に特定

＊見積段階からの工夫

１．提訴にあたって
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◆相当補修費用の審理はどうすれば効率化できるのか １．提訴にあたって

◆相当補修費用の審理はどうすれば効率化できるのか

見積書に補修範囲を図示した

図面を添付していただいたり

１．提訴にあたって
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◆相当補修費用の審理はどうすれば効率化できるのか

【課題】

＊建築士・工務店等の協力

＊費用面

１．提訴にあたって

＊提訴段階から直接補修工事・付随工事の内容、瑕疵ごとの重なり合いをできるだけ具体的に特定

＊見積段階からの工夫

２．被告（設計施工側）見積の扱い

＊裁判所には、前提条件・目的を明らかにさせる

＊原告見積形式をベースにするよう働きかける

◆相当補修費用の審理はどうすれば効率化できるのか

３．審理運営の方法 （１）重層的争点の低層化・単層化を図れないか ・・・中間調停意見・中間判決
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◆相当補修費用の審理はどうすれば効率化できるのか

３．審理運営の方法 （１）重層争点の単層化を図れないか ・・・中間調停意見・中間判決

【課題（予想される問題点）】

＊中間判断の導入・結果をめぐって

めっちゃ揉める

＊審理の長期化

◆相当補修費用の審理はどうすれば効率化できるのか

３．審理運営の方法 （２）瑕疵一覧表に代わる補修費用認定ないし補助ツールの開発

（１）補修費用

＊瑕疵毎に、直接補修費（③）・付随工事費（④）の各々について金額算出根拠を明らかにするツールを開発

できないか

→瑕疵別の付随工事等が重複する形式でもやむを得ないのかもしれない。

→裁判所の目的である「瑕疵一覧表から認定する瑕疵項目をピックアップすれば、金額は単純合算でOK」状態

の汎用ひな型開発は実現不可能か・・・？

（２）補修方法

＊金額まではともかく、瑕疵ごとの直接補修・付随工事の重なり合いや程度が、定性的に参照できるひな型等

は開発できないか？

→当事者双方が、平面図・立面図等に必要だと考える解体範囲を図示するなど、図面を使う方式
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◆結びにかえて - 人工知能の見解 -


